
令和８年度みらい光生病院における医学的検査業務委託 
仕様書 

 
みらい光生病院における医学的検査業務委託は、本仕様書に基づき実施するものとする。 

本仕様書は、医学的検査業務委託の大要を示すものであるため、受託者は、ここに明示されてい

ない事項であっても、業務遂行上当然に必要と認められる事項については、その責任において実施

しなければならない。 

１ 業務委託期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月 31日まで 

 ２ 履行場所 

   委託者の指定する場所(みらい光生病院２階検査科等) 

 ３ 項目名・概算件数 

   別添の内訳書のとおり 

 ４ 発注方法 

   委託者は、必要とするだけの項目及び件数を随時発注する。 

 ５ 仕様内容 

（１）受託体制 

① 受託者は、受託検査の検査方法等の変更が発生した場合は速やかに委託者に連絡し、委託

者に混乱が生じないよう対処すること。 

② 受託者は、委託者からの問合せ等に速やかに対応できる体制であること。 

③ 受託者は、受託検査を再委託する場合は、その検査項目について再委託先を委託者に書面

をもって明らかにすること。 

また、再委託先を変更する場合は、委託者の了承を得ること。 

④ 委託検体の収集は、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日、

日曜日、土曜日及び12月29日から翌年の１月３日までの日を除く毎日を基本とすること。 

⑤ 委託検体の収集方法は、みらい光生病院の検査科等委託者の指定する場所に来院して行う

こと。 

⑥ 委託検体の収集時間は、委託者の指定する時間とする。ただし、緊急を要する委託検査に

関しては、緊急収集体制を確保すること。 

⑦ 委託検体の収集は、検査に関する知識を有するものを配置すること。 

⑧ 委託検体の収集は、温度別（凍結・冷蔵・室温）に管理されたＢＯＸによる温度管理を行

い、検査過誤及び検査物変質の防止に配慮した方法で行うこと。 

（２）検査結果報告体制 

① 受託者は、速やかに検査結果を報告すること。その報告については、委託者と協議の上定

めた報告書により行うこと。 

② 受託者は、委託者より緊急に検査結果の報告を求められた場合は、速やかにＦＡＸ等で対

応すること。 

③ 受託者は、委託者の検査システムに電子媒体（USB メモリ等）を用いて検査結果を報告す

る場合には、コンピュータウイルス対策等、充分に危機管理がなされ、委託者と十分協議

のうえ行うこと。なお、システムの改修についての費用は委託者が負担する。 



④ 受託者は、委託者より分野別集計表、項目別集計表等の提出を求められた場合は、速やか

に対応すること。 

⑤ 受託者は、事故等のやむをえない理由により、検査結果を報告できない場合は、口頭また

は文書により、その理由を示して委託者の了解を得ること。 

⑥ 受託者は、委託先の依頼項目について現行の検査方法・基準値を原則、踏襲遵守すること。

遵守が困難な時は、委託者の了承を得ること。 

⑦ 受託者は、委託者指定の定量的検査について最終濃度が報告できること。 

（３）検査結果の保証体制 

① 外部精度管理調査に年１回以上参加し、その調査結果の内容を委託者に報告すること。 

外部精度管理：日本医師会、ＣＡＰサーベイ、日本臨床衛生検査技師会、日本衛生検査所

協会、日本アイソトープ協会 

② 受託者は、委託者が指定する項目数（概ね６項目）のブラインド検査を２回以上、無償に

て受託するものとする。 

③ 長期的に検査精度を保証するための体制が構築されており、その解析結果を定期的に提示

できること。毎月指定された項目の精度管理資料を提出すること。 

④ 受託者は、万が一過誤が発生した場合は、速やかに原因と改善策を提示すること。 

⑤ 再委託検査に関する品質保証についても受託者は責任を負うこと。 

検査外部委託マニュアルが整備されていること。 

（４）情報提供体制 

病院を担当する営業員は、医療関連情報（検査項目に関する最新の文献、資料といったさ

まざまな情報）に精通している人材であり、医師、臨床検査部門、看護部門、その他関連

部署に対して、その内容を提供できること。また、検査項目、院内感染対策等の説明会が

実施できること。 

（５）研修・教育体制 

① 病院を担当する全社員の研修・教育体制が確立されていること。 

② 検査に携わる全社員の研修・教育体制が確立されていること。 

（６）危機管理体制 

危機管理体制が確立されていること。 

（７）受託者の変更があった場合の対応 

① 新規受託者は、従前の受託者との検査結果の互換性を保証すること。 

② 上記の互換性の保証に要する費用は、新規受託者が負担すること。 

③ 新規受託者は、従前の受託者との間で業務を円滑に実施するための引継ぎを十分に行うこ

と。 

（８）その他 

① 請求書は月末締めとし、原則として翌月の 10 日までに請求すること。 

② 本仕様書に定めるもののほか、受託者は公立大学法人名古屋市立大学契約規程その他関係

法規に従うこと。 

③ 検査業務の履行に当たっては、別記「情報取扱注意項目」を遵守しなければならない。 

④ その他詳細については、委託者の指示に従うこと。 



情報取扱注意項目 
 （ 基本事項）   

第1 この契約による本学の保有する情報の取扱い（ 以下

「 本件業務」 と いう 。） の委託を受けた者（ 以下「 乙」

と いう 。）は、本件業務を履行するに当たり 、情報保護

の重要性を認識し、情報の適正な保護及び管理のため

に必要な措置を講じると と もに、個人の権利利益を侵

害すること のないよう にしなければならない。   

（ 関係法令等の遵守）   

第2 乙は、 本件業務を履行するに当たり 、 当該業務に係

る関係法令のほか、名古屋市情報あんしん条例（ 平成

16 年名古屋市条例第41 号。 以下「 あんしん条例」 と

いう 。）、 個人情報の保護に関する法律（ 平成 15 年法

律第 57 号。 以下「 保護法」 と いう 。）、 名古屋市個人

情報保護条例（ 令和 4 年名古屋市条例第56 号。 以下

「 保護条例」 と いう 。） その他情報保護に係る関係法

令も遵守しなければならない。   

（ 適正管理）   

第3 乙は、 本件業務に関して知り 得た本学の保有する情

報（ 公立大学法人名古屋市立大学（ 以下「 甲」と いう 。）

が、利用、提供、廃棄等について決定する権限を有し、

事実上当該情報を管理していると いえるものをいう 。）

の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の本学の保有

する情報の適正な管理のために必要な措置を講じな

ければならない。   

（ 個人情報の適正取得）   

第4  乙は、本件業務を履行するために、個人情報（ 保護

法第 2 条第 1 項に規定する個人情報をいう 。 以下同

じ。） を収集すると きは、 当該業務を履行するために

必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により 収集しな

ければならない。   

（ 第三者への提供及び目的外使用の禁止）   

第5 乙及び本件業務に従事している者又は従事していた

者は、本学の保有する情報を正当な理由なく 第三者に

知らせ、又は当該業務の目的外に使用してはならない。  

2  前項の規定は、 契約の終了（ 契約を解除した場合を

含む。 以下同じ。） 後においても同様と する。   

（ 再委託の禁止又は制限等）   

第 6  乙は、甲の承認を得ること なく 、本件業務を第三者

に委託してはならない。   

2  乙は、 本件業務を第三者に委託する場合は、 本学の

保有する情報の取扱いに関し、この契約において乙が

課せら れている事項と 同一の事項を当該第三者に遵

守させなければならない。   

3  乙は、 機密情報（ 名古屋市情報あんしん条例施行細

則（ 平成16 年名古屋市規則第50 号） 第28 条第 1 項

第 1 号に規定する機密情報をいう 。 以下同じ。） の取

扱いを伴う 本件業務を委託した第三者からさ らにほ

かの第三者に委託（ 以下「 再々委託」 と いう 。） させて

はならない。ただし、再々委託すること にやむを得な

い理由がある場合であって、甲が認めたと きはこの限

り でない。   

（ 複写及び複製の禁止）   

第7 乙は、 甲から指示又は許可された場合を除き、 本学

の保有する情報が記録された資料及び成果物（ 甲の指

示又は許可を受けてこれらを複写し、又は複製したも

のを含む。以下同じ。） を複写し、又は複製してはなら

ない。   

（ 情報の返却及び処分）   

第8 乙は、 本学の保有する情報が記録された資料のう ち

甲から 取得したも のを取り 扱う 必要がなく なったと

きは、その都度速やかに甲に返却しなければならない。

ただし、 甲の承認を得た場合はこの限り でない。   

 2  乙は、 前項に規定する場合を除き、 本学の保有する

情報を取り 扱う 必要がなく なったと きは、その都度確

実かつ速やかに切断、溶解、消磁その他の復元不可能

な方法によって処分しなければならない。ただし、甲

の承認を得た場合はこの限り でない。   

（ 情報の授受及び搬送）   

第9 本学の保有する情報並びに本学の保有する情報が記

録さ れた資料及び成果物の授受 は、 全て甲の指名す

る職員と 乙の指名する者と の間において行う ものと

する。   

2  乙は、 本学の保有する情報を搬送する際には、 漏え

い、滅失又は毀損が起こらないよう にしなければならな

い。   

（ 報告等）   

第 10 乙は、 甲が本学の保有する情報の保護のために実

地調査をする必要があると 認めたと きは、これを拒ん

ではならない。また、甲が本学の保有する情報の保護

について報告を求めたと きは、これに応じなければな

らない。    

2  乙は、 本学の保有する情報の漏えい、 滅失又は改ざ

ん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあること を知

ったと きは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなけ

ればならない。   

（ 従事者の教育）   

第11 乙は、本件業務に従事している者に対し、あんしん

条例、保護法、保護条例その他情報保護に係る関係法

令を周知するなど、情報の保護に関し十分な教育を行

わなければならない。   

2  乙は、 本件業務が個人情報を取り 扱う 業務である場

合、当該業務に従事している者に対し、保護法に規定

された罰則の内容を周知しなければならない。   

3  乙は、 本件業務に従事している者に対し、 あんしん

条例に規定さ れた罰則の内容を周知しなければなら

ない。   

4  乙は、 情報の取扱いに関するマニュアルを作成し、

本件業務に従事している者に対し、その内容並びに守

秘義務に関する事項及び本学の保有する情報の目的

外利用の禁止又は制限に関する事項を周知しなけれ

ばならない。   

 

 

（ 別紙）（別記）



（ 契約解除及び損害賠償等）   

第 12 甲は、 乙が情報取扱注意項目に違反していると 認

めたと きは、次の各号に掲げる措置を講じること がで

きる。   

( 1)  契約を解除すること 。   

( 2)  損害賠償を請求すること 。   

( 3)  本学の保有する情報が漏えいし、 市民の権利が害

されるおそれがあると 認めると きは、あんしん条例

第34 条第 1 項の規定に基づき勧告し、 その勧告に

従わなかったと きは、同条第 2 項の規定に基づきそ

の旨を公表すること 。   

 2  前項第 2 号及び第 3 号の規定は、契約の終了後にお

いても適用するものと する。   

  （ 特定個人情報に関する特則）   

第13 乙は、本件業務が特定個人情報（ 行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（ 平成25 年法律第27 号。 以下「 番号利用法」 と

いう 。）第 2 条第 8 項に規定する特定個人情報をいう 。

以下同じ。） を取り 扱う 事務である場合、 あらかじめ

甲の承認を得た場合を除き、本件業務の履行場所から

特定個人情報を持ち出してはならない。   

2  乙は、 本件業務において特定個人情報を取り 扱う 者

を明確にしなければならない。なお、甲から求めがあ

ると きは、特定個人情報を取り 扱う 者について速やか

に報告しなければならない。   

3  乙は、 本件業務において特定個人情報を取り 扱う 者

に対し、番号利用法その他特定個人情報の保護に係る

関係法令を周知するなど特定個人情報の保護に関し

十分な教育を行う と と もに、特定個人情報の取扱いに

ついて監督しなければならない。   

4   乙は、 前 3 項に規定する事項のほか、 番号利用法第 

2 条第 12 項に規定する個人番号利用事務実施者と し

ての義務を果たすこと 。 ただし、当該業務が個人番号

関係事務の場合は、「 第 2 条第12 項に規定する個人番

号利用事務実施者」 を「 第 2 条第13 項に規定する個

人番号関係事務実施者」 と 読み替えるものと する。   

 （ 電子情報の消去に関する特則）   

第 14 乙は、 甲が使用する機器の記録媒体を廃棄又はリ

ース（ 賃貸を含む。） をしている機器の記録媒体を返

却するに当たり 、 本件業務により 当該機器 の記録媒

体に記録された電子情報の消去を行う 場合は、全ての

情報を消去の上、復元不可能な状態にしなければなら

ない。   

 2   乙は、前項の消去を行ったと きは、電子情報を復元

不可能な方法によ って消去したこ と を証する写真そ

の他の証拠を添えた証明書等を提出して、甲の確認を

受けなければならない。  


